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第６条関係 様式第１号 

2019年度 指定管理者導入施設評価表 

       

      

施設名称 須坂市営駐車場 所管課(TEL) 
商業観光課

(026-248-9005)  

所在地 須坂市大字須坂３１２番地１ 設置年月 1998年７月  

施設設置目的 中心市街地における商業の発展及び観光の振興並びに市民の利便性を図る  

施設概要・設備 アスファルト舗装、自動発券機・精算機 各１基 

指定管理者名（選定方式） 一般財団法人須坂市文化振興事業団  

指定期間 2017年４月１日～2022年３月 31日  

指定管理者の主な業務 駐車場の日常管理 

施設の利用状況 

利用区分等 利用目標 利用実績 対前年比（％） 

総出庫台数 5,000台 8,010台 114.5 

利用料 961,000円 1,550,900円 111.4 

       

（特記事項） 

指定管理者の 

予算及び決算 

項  目 予算額（円） 決算額（円） 

指定管理料 791,000 791,000 

利用料収入 961,000 1,550,900 

支出額合計 1,220,000 897,609 

（特記事項） 

  上記予算額・決算額経費に、管理・運営に係る人件費は計上してい
ない。 
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２ 市（担当課）による評価 （評価は非常に良い◎、良い○、やや悪い△、悪い×の４段階です。） 

協定書及び指定管理者の事業計画書の内容に基づいて、その水準が達成されているかを市が 
点検・評価したものです。評価の手段は、実績報告書（毎月）及び事業報告書（年度終了時）の
点検並びに立入検査（随時）等によるものです。 

項目 指      標 評価 評価に対する説明 

管
理
状
況 

開館時間、休館日の運用 ◎ 適正であった。 

法令の遵守 ◎ 適正であった。 

適正な人員配置 ◎ 適正であった。 

職員の労働環境確保 ◎ 適正であった。 

職員の研修・教育 ◎ 適正であった。 

文書・帳簿の管理保存 ◎ 適正であった。 

報告書等の提出 ◎ 適正であった。 

口座管理・経理 ◎ 適正であった。 

施設の使用許可・条件 ◎ 適正であった。 

備品の管理 ◎ 適正であった。 

清掃業務 ◎ 適正であった。 

環境への配慮 ◎ 適正であった。 

危
機
管
理
対
策 

緊急事態の対応 ◎ 適正であった。 

安全への配慮 ◎ 適正であった。 

個人情報の保護 ◎ 適正であった。 

施設設備の保守管理 ◎ 適正であった。 

重要事項の報告・連絡・届出 ◎ 適正であった。 

保険の加入 － 市において加入 

管理物件に対する損害賠償等 － 該当なし。 

運
営
状
況 

施設利用状況 ◎ 総出庫台数の対前年比が３年連続で増加した。 

自主事業実施状況 － 管理業務のため、自主事業はない。 

地域との連携 ◎ 適正であった。 

その他取組み － 特になし。 

管理に係る収支状況 ◎ 適正であった。 

自主事業に係る収支状況 － 該当なし。 

サービス向上への取組み ◎ 適正であった。 

ＰＲ等広報活動 ◎ 適正であった。 

苦情・要望への対応 ◎ 適正であった。 
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３ 利用者による評価 

 指定管理者が行なった利用者アンケートの結果及び、担当課に寄せられた利用者からの意見・

要望等によるものです。 

利用者アンケートの

結果 

 実施時期 実施せず 

 調査対象   

 調査方法   

調
査
結
果 

  

利用者からの意見・ 

要望・苦情等 
なし 

 

４ 指定管理者による自己評価 

 指定管理者自身による自己評価です。 

2019年度の自己評価 

日常的な駐車場管理については、ごみや落ち葉清掃、発券機・精算機の

管理、降雪時の除雪作業を行い、利便性の確保を行った。 

駐車場を全面閉鎖し、市のイベントを開催したが苦情はなく、大盛況と

なった。 

観光関係については、観光協会と連絡を密にし、団体観光客の大型バス

の駐車スペースについて配慮した。 

 

５ 市（所管課）による総合評価 

総出庫台数は 2017年度より、利用料については 2016年度より増加し続けており、良好な傾向に

ある。 

利用者からのクレーム等もなく、適正に管理を行っている 

引き続き、利用者が利用しやすい環境を維持しながら管理していただきたい。 

 


